
 

 

 

 

第２編  事       業 
 



第１ 行政機構 

 １ 主要な機構の変遷 

 

 昭和 21 年 11 月 18 日  地方官官制改正により衛生部が設置された。 

             衛生総務課，公衆衛生課，予防課，防疫課，医務課，薬務課（6課） 

 昭和 23 年 ５月 18 日  地方自治法の施行，保健所法の改正等により国の行政事務が大幅に  

             地方公共団体へ移譲されたため，衛生部各課が統合された。 

             医務課，公衆衛生課，予防課，薬務課（４課） 

 昭和 23 年 10 月 １日  薬務課の組織 

             庶務係，医材係，薬事係，麻薬係，衛生試験係（５係） 

 昭和 25 年 ４月 １日  昭和 24年 10 月 31 日 本庁各課の係設置規程が公布され，各課の係の    

             名称が新たに定められ，また昭和 25年 1月 1日県規則第 3号により広 

             島県行政組織規制が公布された。庶務係，薬事係，医材係（３係１６名） 

 昭和 26 年 10 月 １日  医材係を生産指導係に改称した。 

 昭和 28 年 ４月 １日  麻薬取締法の施行，大麻取締法の改正等に伴い薬務課に麻薬係が設置さ 

             れた。（４係） 

 昭和 42 年 ４月 １日  予算経理の集中管理化に伴い，医務課に予算係が設置された。 

             ※ 昭和 48年 4月 1日広島市の合併に伴い業務量の増大により定員 1 

               名増員（17名） 

             ※ 昭和 49年 4月 1日有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法 

               律の施行に伴う定員 1名増員（18 名） 

 昭和 51 年 ４月 １日  広島県部設置条例の一部改正により，部の名称が環境保健部に変更され 

             た。 

 昭和 53 年 ４月 １日  広島県行政組織規則の一部改正により，庶務係が廃止された。（３係） 

 昭和 58 年 ４月 １日  定員 1名減員（17 名） 

 昭和 63 年 ４月 １日  定員 1名減員（16 名） 

 平成 ４年 ４月 １日  広島県部設置条例及び広島県行政機関設置条例の一部改正により，部 

             の再編整備が行われ，福祉保健部が設置された。 

 平成 ７年 ４月 １日  生産指導係を製薬振興係に改称した。 

 平成 ８年 ４月 １日  定員 1名増員（17 名） 

 平成 10 年 ４月 １日  定員 1名減員（16 名） 

 平成 13 年 ４月 １日  政策形成や意思決定の迅速化，権限と責任の明確化及び職員の総戦力 

             化を図るため，課長補佐などの中間職の廃止，施策のまとまりに応じ 

             た「総室」の設置と小規模な室制への移行を内容とする本庁の組織改 

             正（組織のフラット化）がされた。 

             福祉保健部薬務課（３係 16名）→福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室 

            （３グループ 14名）  

 平成 18 年 ４月 １日    本庁の組織改正が行われ，「総室」制から「局」制に移行した。 

             福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室→福祉保健部保健医療局薬務室 

             （３グループ 14名） 

 平成 20 年 ４月 １日    本庁の組織改正が行われ，「部」制から「局」制に移行した。 

                         福祉保健部保健医療局薬務室→健康福祉局保健医療部薬務課 

             （３グループ 15名） 

 平成 21 年 ４月 １日  定員 1名減員（14名） 



 平成 23 年 ４月 １日  本庁の組織改正が行われ，「部」制が廃止された。 

             健康福祉局保健医療部薬務課→健康福祉局薬務課 

             肝炎対策グループが新設された。 

            （４グループ 17名） 

平成 25年 ４月 １日  定員 1名増員（18名） 

平成 26年 ４月 １日  定員 2名減員（16名） 

平成 27年 ４月 １日  治験等実施体制の整備を促進するため，製薬振興グループに㈱イーピー 

ミントから職員１名の派遣を受け入れた。（17 名） 

平成 28年 ４月 １日  定員 1名減員（製薬振興グループへの㈱イーピーミントからの職員派遣 

終了 16 名） 

平成 29年 ４月 １日  定員 1名減員（15名） 

令和 ３年 ４月 １日  定員 1名増員（16名） 

令和 ３年 １月 18日  薬務課内にワクチン班が設置された。 

令和 ３年 ６月 16日  健康福祉局にワクチン政策担当課長が置かれ，ワクチン班がワクチン政 

策担当に変更された。 

令和 ５年 ４月 １日  定員 1名増員（17名） 

 



○　健康福祉局の行政組織

　〔行政機構図（令和５年４月１日）〕
２　健康福祉局行政機構図

(平成５年４月１日現在)
〔　本庁　〕

１８課１担当

３　薬務課現員
(令和５年４月１日現在)
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〔　地方機関　〕 〔　附属機関　〕

課 行政機関 公の施設

広島県原子爆弾被爆者健康管理手当等合同審査会

疾病対策課 総合精神保健福祉センター 広島県精神保健福祉審議会
広島県精神医療審査会

こども家庭課 広島学園
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健康福祉総務課 厚生環境事務所
支所 広島県感染症診査協議会

保　健　所

西部・西部東・東部・北部 〔広島・呉・福山〕

健康危機管理課

新型コロナウイルス感染症対策担当

子供未来応援課 広島県子ども・子育て審議会

安心保育推進課
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機
能
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長
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共
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会
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進
担
当
部
長

医
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護
担
当
部
長

広島県生活衛生適正化審議会

食肉衛生検査所

動物愛護センター
広島県薬事審議会

薬　務　課 広島県麻薬中毒審査会

医療介護政策課

こども家庭センター
〔 西部・東部・北部 〕

広島県献血推進審議会

食品生活衛生課

被爆者支援課

広島県指定難病審査会
広島県小児慢性特定疾病審査会

三次看護専門学校医療機能強化推進課

広島県衛生検査所精度管理専門委員会

健康福祉センター 指定管理者：
(公財)広島県地域保健医療推進機構

医療介護基盤課 広島県医療審議会

広島がん高精度放射線治療センター
指定管理者：
(一社)広島県医師会

広島県准看護師試験委員

健康づくり推進課 広島県食育推進会議
広島県がん対策推進委員会

　　１３機関　　 　１１施設　　

社会援護課
広島県障害者介護給付費等不服審査会

身体障害者更生相談所

障害者支援課 　視覚障害者情報センター 指定管理者：
(社福)広島県視覚障害者団体連合会

障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
　　医療センター
　　若草園
　　若草療育園
　　あけぼの
　　スポーツ交流センター

障害者療育支援センター
　松陽寮
　わかば療育園

指定管理者：
(社福)広島県福祉事業団

福山若草園
　福山若草育成園
　福山若草療育園

　聴覚障害者センター 指定管理者：
(一社)広島聴覚障害者協会

地域共生社会推進課 広島県社会福祉審議会

広島県障害者施策推進協議会

医療介護保険課
広島県後期高齢者医療審査会

広島県介護保険審査会

国民健康保険課
広島県国民健康保険運営協議会

広島県国民健康保険審査会

区　　　分 事務吏員 技術吏員 そ の 他 計

現　　　員 2 15 0 17



第２ 年間行事等 
 １ 令和４年度薬務課関係行事 
年 月 行 事 ・ 主 な で き ご と 時  期 

４年４月 不正大麻・けし撲滅運動 

新規配置従事者講習会（中止） 

中国地区医薬品卸業連合会物流担当者会議（中止） 

地方機関所長会議（WEB） 

保健課長会議（書面） 

広島県薬物乱用防止指導員協議会理事会（書面） 

中国ブロック合同ＧＭＰ調査員研修（中止） 

保健所・政令市薬務担当課長会議（保健環境センター・WEB） 

保健所・政令市薬務担当者会議（WEB） 

1日～6月30日 

 

 

7日 

 

 

 

15日 

21日 

５月 広島県病院薬剤師会総会（中止） 

広島県毒物劇物安全協会総会 （中止） 

広島県薬物乱用防止指導員広島市地区協議会理事会(書面) 

広島県薬物乱用対策推進本部幹事会議（広島市・WEB） 

医薬品卸協同組合総会（広島市） 

薬務担当新任職員等研修会（WEB） 

広島県製薬協会総会（WEB） 

中国・四国地区登録販売者試験検討会（鳥取県） 

合同輸血療法委員会第1回幹事会（WEB） 

 

 

 

17日 

18日 

24、25日 

20日 

26、27日 

14日 

６月 農薬危害防止運動月間 

農薬危害防止講習会（５会場） 

広島県薬剤師会総会（広島市） 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

広島県薬物乱用対策推進本部会議（広島市） 

臨床研究共同セミナー（中止） 

６２６ヤング街頭キャンペーン（中止） 

広島県献血推進ポスター審査会（広島県赤十字血液センター） 

広島県環境審議会第40回温泉部会（県庁） 

第１回広島県肝炎対策協議会 

1日～8月31日 

 

20日 

20日～7月19日 

22日 

 

 

27日  

29日 

10日 

７月 

 

医薬品等一斉監視指導 

医療機器一斉監視指導 

愛の血液助け合い運動月間 

第58回献血運動推進全国大会（愛媛県） 

中国地区毒物劇物取扱者試験検討会（山口県） 

広島県漢方協会総会（広島市）（中止） 

薬物乱用防止指導員広島市地区協議会総会(書面)・研修会（中止） 

薬物乱用防止指導員各地区協議会総会（書面） 

広島県地域保健対策協議会胃がん・肝細胞がん予防サーベイランス体制検

討ＷＧ（第1回 広島県医師会館） 

日本肝炎デー等における啓発 

7月～12月 

7月～12月 

1日～31日 

14日 

14、15日 

 

 

2日，3日 

 

28日 

17日 



広島県合同輸血療法委員会（WEB） 

中国地区薬務主管課長会議（WEB） 

インフォメーションプラザ総会（WEB） 

広島県献血推進功労者等表彰伝達式（中四国ブロック血液センター） 

肝疾患診療連携拠点病院等連絡会（広島大学病院 第１回）（WEB） 

薬物乱用防止啓発ポスター審査会（県庁） 

２日 

29日 

25日 

26日 

28日 

８月 地区麻薬取締協議会・麻薬取締員会議（書面） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（献血ルーム「ピース」） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（献血ルーム「もみじ」） 

 

１日～15日 

17日～31日 

９月 広島県女性薬剤師会総会（広島市） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（広島県庁） 

ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（福山会場：WEB） 

第1回全国薬務主管課長協議会（WEB） 

第１回ＧＭＰ調査当局会議（WEB） 

薬草に親しむ会 

４日 

５日～16日 

11日，19日 

17日 

29日～30日 

25日 

10月 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 

薬物乱用防止啓発用ポスター展示（県庁ギャラリー） 

無承認無許可医薬品実態調査 

令和４年度第１回医薬品の適正使用検討特別委員会（地対協） 

ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（福山会場：WEB） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（協同組合サングリーン：三次

市） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（サンシープラザ：三原市） 

広島県地域保健対策協議会胃がん・肝細胞がん予防サーベイランス体制検

討ＷＧ（第1回 広島県医師会館） 

毒物劇物取扱者試験（広島工業大学専門学校） 

薬と健康の週間 

広島県献血推進担当者会議（WEB） 

毒物劇物業務上取扱者立入検査 

中国・四国・九州温泉主管課長会議（書面開催） 

合同輸血療法委員会第2回幹事会（WEB） 

肝炎対策地域ブロック戦略合同会議（WEB） 

ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（広島会場：WEB） 

薬物中毒対策連絡会議・再乱用防止対策講習会（書面） 

1日～11月30日 

3日～14日 

17日～12月16日 

27日 

10日 

13日～20日 

 

21日～11月18日 

7日 

 

14日 

17日～23日 

31日 

３日～４月28日 

 

１日 

15日 

16日，24日 

11月 薬物乱用対策推進地方本部全国会議（書面） 

広島県医薬品等製造販売（製造）業管理者等講習会（WEB配信） 

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会（WEB） 

登録販売者試験（広島工業大学専門学校、広島市文化交流会館） 

中国ブロック卸売販売業合同模擬査察研修（中止） 

広島県薬事衛生大会（広島市） 

ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（広島会場①：WEB） 

ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（広島会場②：WEB） 

 

14日～12月2日 

 

８日 

 

19日 

13日 

20日 



12月 医薬品担当者説明会（東京都） 

令和４年度第２回医薬品の適正使用検討特別委員会（地対協）（書面） 

広島県環境審議会第41回温泉部会（県庁） 

第100回広島県薬事審議会（県庁及びWeb） 

19日 

 

15日 

28日 

５年１月 はたちの献血キャンペーン 

合同輸血療法委員会第3回幹事会（WEB） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（廿日市市役所市民ホール） 

広島県献血推進ポスター募集入賞作品展示（フジグラン尾道） 

1日～2月28日 

7日 

10日～17日 

24日～２月１日 

２月 中国・四国ブロック司法警察業務実務研修（高松市） 

広島県合同輸血療法研修会（WEB） 

中国地区薬事・毒物劇物担当係長会議等（Web） 

インフォメーションプラザ講演会（WEB） 

第２回ＧＭＰ当局会議（WEB） 

薬物相談事業推進連絡会議（WEB） 

1日～3日 

4日 

13日 

21日 

22日 

16日 

３月 日本卸勤務薬剤師中国ブロック協議会（広島市） 

広島県地域保健対策協議会胃がん・肝細胞がん予防サーベイランス体制検

討ＷＧ（第2回 広島県医師会館） 

広島県献血推進審議会（広島県赤十字血液センター） 

肝疾患診療連携拠点病院等連絡会（広島大学病院 第2回）（WEB） 

肝疾患診療連携拠点病院等連絡会（福山市民病院）（書面） 

第２回広島県肝炎対策協議会 

令和４年度第３回医薬品の適正使用検討特別委員会（地対協）（書面） 

９日 

11日 

15日 

23日 

１日 

 

14日 

 



第３ 令和４年度の事業 

 １ 薬事 
(1) 医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、製造販売業及び販売業等に対し、     

立入検査及び医薬品等の収去検査を実施するとともに、講習会等において法令の周知に合わ

せてＧＭＰ／ＱＭＳ等に基づく適正な製造管理を指導し、医薬品等の品質確保を行った。 

また、いわゆる健康食品については、その販売方法・広告等が薬事法に違反する事例が

後を絶たないため、痩身効果又は強壮効果等を標ぼうする製品の実態調査及び買上げた健康

食品の成分検査を行い、違反品への措置等の法令遵守の徹底を図った。 

(2) (公社)広島県薬剤師会が、県民に「薬の正しい知識」を普及啓発するために「薬と健康の

週間」の期間中に実施した「くすりと健康の相談窓口」の開設及び地域の保健衛生の向上

を図るため設置している薬事衛生指導員の資質向上講習会等の事業費を補助した。 

（3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医

療機器法」という。）第８条の２の規定に基づき、すべての薬局に薬局機能情報の報告を

求めるとともに、その情報を県ホームページで公表し、医療を受ける者の薬局の適切な選

択の支援を行った。 

   ○公表している薬局機能情報 

●基本情報 

     薬局の名称、薬局開設者、薬局の管理者、薬局の所在地、電話番号及びファクシミリ番

号、営業日、開店時間及び開店時間外で相談できる時間 

    ●基本情報以外の情報 

     薬局へのアクセス、薬局サービス等、費用負担、業務内容・提供サービス、実績・結果

等に関する事項 

  (4) 一般用医薬品の販売に従事する登録販売者に係る「登録販売者試験」を実施した。 

 

 ２ 医薬品の適正使用 
(1) 医薬品の適正使用の推進 

団塊の世代が75歳を迎える2025年に備え、重度の要介護状態となっても住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを続けることができるように、医療・介護・保健・福祉・生活支援等

が連携して高齢者等を支える地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題となっており、医

療技術の進展、後発医薬品の使用推進による医薬品の種類の増加など、薬物療法が高度化、

複雑する中で薬の専門家である薬剤師が在宅医療における薬物療法に参加することがます

ます重要となっている。 

広島県地域保健対策協議会医薬品の適正使用検討特別委員会において「ポリファーマシー」

をテーマとして、「ポリファーマシー」改善に向けた取組について検討した。 

また、「広島県後発医薬品使用推進協議会」が平成 22 年３月に策定した「後発医薬品使

用推進プログラム」に基づき、県内各保健所及び(公社)広島県薬剤師会に相談窓口を設置

するとともに、県内基幹病院の後発医薬品採用リストを作成・公表したほか、厚生労働省

が後発医薬品品質確保対策として実施する後発医薬品の試験検査に協力するなど後発医薬

品使用推進を図った。 



 (2) 医薬分業 

患者にとって医薬分業のメリットは、重複投薬や医薬品の飲み合わせの防止、服薬指導を

薬剤師が行うことによって、医薬品の適正使用を図り、安全性を確保することである。こ

のためには、身近な信頼される「かかりつけ薬局」による面分業の推進を図る必要がある。 

本県においては、令和４年度の処方箋受け取り率が76.0％で前年（74.6％）から上昇して

おり、高い水準となりつつあるが、「かかりつけ薬局」の定着が進んでいるとは言えない。 

また、地域包括ケアシステムの構築が急務であることから、地域住民の健康情報拠点とし

ての薬局の活用と在宅医療への薬局・薬剤師の参画を推進する必要がある。 

県では、平成27年10月に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビジョン」実現に向け

て、関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会等）と連携を図ったうえで種々の事業を実

施し、患者のための医薬分業の推進に努めた。 

 

 ３ 毒物・劇物 
(1) 毒物劇物はその取扱方法によっては、保健衛生上、極めて大きな危害を及ぼすおそれがあ

るため、毒物劇物製造（輸入）業、販売業及び業務上取扱者等に対し、立入検査を実施した。 

(2) 農薬危害防止運動の事業の一環として、農薬取扱者等を対象とした講習会を開催し、法令

遵守の徹底及び農薬に関する正しい知識の普及を図った。 

 

 ４ 家庭用品 
   「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、家庭用品に使用される化学

物質による健康被害を防止するため、規制対象家庭用品の試買検査を実施し、不良家庭用品の

排除に努めた。 

   なお、同法第２条第２項の政令で定める物質（有害物質）は現在21物質である。 

 

 ５ 製薬振興 
(1) 医薬品等製造販売、製造及び品質管理指導 

ア 医薬品等の製造販売承認、許可事務 

医薬品医療機器法の円滑な施行を図るため、各製造販売業・製造業者に許認可等につい

てその充実を図ることとし、講習会の開催等により指導の徹底を図った。 

イ 医薬品等の製造販売管理及び品質管理（ＧＭＰ／ＱＭＳ、ＧＱＰ、ＧＶＰ） 

医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保するためには、製造から流通、販売に至るま

での厳しい管理が必要である。 

製造業におけるＧＭＰ（製造管理及び品質管理の基準）、製造販売業におけるＧＱＰ

（品質管理の基準）・ＧＶＰ（製造販売後安全管理の基準）、ＱＭＳ（医療機器及び体外

診断用医薬品の製造管理及び品質管理）について、より一層適正な対応が図られるよう、

関係業者を対象とした講習会及び収去検査を実施した。 

  



(2) 毒物劇物製造業関係 

毒物劇物製造業（輸入業を含む。）の登録申請が適正に行われるよう指導し、迅速な事務

処理及び厚生労働省が作成した毒物等の基礎データを関係者と共有することにより危機管理

体制の充実強化を図った。 

毒物劇物製造業（輸入業を含む。）のうち、一部（製剤の製造（製剤の小分けを含む）及

び原体の小分けのみ並びに製剤の輸入のみ）の権限を、保健所設置市（広島市、呉市及び福

山市）に平成20年から移譲している。 

(3) 薬事経済調査委託事業 

医薬品等の適正な生産と健全で円滑な流通を確保するため、厚生労働省の委託を受けて

各種調査を実施した。 

(4) 予防医材の供給 

感染症予防に必要なワクチンや緊急治療用血清の確保を図るため、需要の動向を把握し需

給調整に努めるとともに、特に緊急性の高いワクチン等については２か所に備蓄し、患者発

生時に迅速に提供できる体制を整備している。 

(5) 毒物中毒治療薬備蓄事業 

毒物中毒患者発生時における治療薬で、流通量の少ない医薬品を確保し、県内２カ所に備

蓄し、患者発生時に迅速に提供できる体制を確保している。 

(6) 医薬品関連産業活性化対策 

医薬品関連産業は、知識集約型、省資源型の産業として今後の成長が大いに期待されると

ころであり、その健全な育成を図ることは、本県の産業振興はもとより、県民医療の面から

も極めて重要である。 

県としては、医薬品関連産業の一層の振興を図るため、昭和 59 年度の「広島県医薬品関

連産業活性化懇談会」の提言に基づき、次のような活性化事業を進めている。 

ア インフォメーションプラザ 

イ 薬事指導機能の強化 

商工労働局が進める「医療関連産業クラスター形成事業」の推進に関連し、「広島県治験

等活性化事業」を実施し、広島市内基幹４病院との協定を平成27年４月１日に締結した。 

また、令和元年２月26日に広島県治験等活性化事業共同治験審査委員会を設置した。 

(7) 災害時医薬品等確保・供給体制整備事業 

災害対策基本法第40条の規定により作成された「広島県地域防災計画（昭和38年６月策

定）」に基づく「広島県災害対策運営要領（昭和 42 年８月策定）」の中で、薬務課は「医

療資材班」として災害救急用医薬品、衛生材料及び防疫医材の確保並びに補給配布を担うこ

ととしている。 

災害時における医薬品、衛生材料及び医療機器等を十分に確保し円滑な供給を行うことを

目的として平成 14 年度に策定された「広島県災害時医薬品等供給マニュアル」を、「平成

30 年７月豪雨災害」に照らして検証し、新たに災害薬事コーディネーターを活用する等の

項目を追加して改訂を行った。 

また、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、感染防護資材や手指消毒用アルコール等

の供給協力について令和２年９月５日に県内企業と協定を締結した。 

(8) 新型インフルエンザ対策 



新型インフルエンザの発生に備え、抗インフルエンザウイルス薬を人口の 45％相当備蓄

することとし、平成 18 年度からの継続事業として、令和４年度までに抗インフルエンザウ

イルス薬を 390,900 人分（タミフル 105,500 人分、リレンザ 90,000 人分、タミフルＤＳ

50,800人分、ラピアクタ19,600人分、イナビル125,000人分）備蓄している。 

令和４年７月１日付けで国の備蓄方針が変更され、人口の 25%相当を備蓄することとされ

たため、備蓄目標量を変更した。 

 

 ６ 血液確保対策 
(1) 献血の普及啓発 

令和４年度の広島県の献血者数は、県内人口の約 4.27％に当たる 117,795 人で、令和４

年度献血推進計画の目標数に対しては 97.5％であった。目標献血量 55,167L については、

53,988L（97.9％）の確保量だったが、医療機関へは問題なく供給することができた。 

また、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に基づき、「令和４年度広

島県献血推進計画」を３月に策定し、より一層 400mL・成分献血の推進を図るとともに、献

血の意義の理解促進、若年層への献血普及啓発の強化、安心快適な献血環境の整備等を実施

事項として、関係者への周知及び計画達成のための協力要請を行った。 

令和４年７月には、県民運動として献血を推進するため、功労者及び献血ポスター募集

の入賞者を表彰する「令和４年度広島県献血推進功労者等表彰伝達式を開催した。 

 (2) 血液製剤使用適正化の推進 

血液製剤は、善意の献血を原料とするため有限で貴重なものであるとともに、その使用方

法が輸血療法の有効性に大きく影響することから、最新の知見に基づいた適正な使用を推

進する必要がある。このため、各医療機関内に設置されている輸血療法委員会が相互に情

報交換等を行うことにより、県内における輸血療法の標準化を図り、適正使用を推進する

ことを目的として、平成 23 年度に広島県合同輸血療法委員会を設置しており、令和４年７

月に委員会を、令和５年２月に研修会を開催した。（いずれも新型コロナウイルス感染症

予防のためWEB開催） 

 

７ 温泉 
本県における温泉は、中生代後期の広島花崗岩中であり、大部分がラドン含有放射能泉で、

県内全域にわたって広範囲に分布している。 

近年、温泉を巡る状況は、社会環境やライフスタイルの変化により活発、多様化しており、

さらに、温泉施設が、高齢社会へ向けて温泉の療養、保養及び休養の場として位置付けられ

るようになり、温泉の掘削、利用施設の拡充が図られている。 

このような中、温泉法に基づき、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガ

スによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的として、掘削等の許可を行うとともに、監視指導を行っている。 

なお、旅館業及び公衆浴場業等の温泉利用施設に対しても、適正な掲示や過剰揚湯の防止、

正しい温泉利用等について指導を行っている。 

 

８ 麻薬・向精神薬・覚醒剤 



(1) 立入検査等 

令和４年中に実施した麻薬関係立入検査については、対象事業所 3,054 か所中延べ 1、

107 か所（36.2％）に対して立入検査を実施した結果、77 か所に違反（違反率 7.0％）が発

見された。その主なものは、帳簿関係36件、保管・管理関係27件などとなっている。 

向精神薬関係立入調査については、対象事業所6,648か所中延べ1,136か所(17.1％)に対

して立入検査を実施した結果、30 か所に違反(違反率 3.8％)が発見された。その主なもの

は、記録関係26件などとなっている。 

覚醒剤関係立入検査については、対象事業所6,337か所中延べ840か所(13.3％)に対して

立入検査を実施した結果、32 か所に違反(違反率 4.3％)が発見された。その主なものは、

帳簿関係24件などとなっている。 

(2) けし・大麻対策 

けし・大麻については、特に観賞を目的としたけしの不正栽培が多く、このためけしの開

花期に合わせて「不正大麻・けし撲滅運動」を実施し、不正栽培防止の徹底を図るととも

に、自生けしについては、この運動期間中に抜取り等による除去対策を実施した。 

(3) 薬物乱用対策 

令和４年中に県内において覚醒剤事犯で検挙された者は 88 名(前年 125 名)で、前年に比

べ 37 名減少した。覚醒剤事犯の検挙者数は、全国的に若干減少傾向にあるが、再犯者率は

依然として高い水準にある。 

覚醒剤以外の薬物乱用では、大麻事犯で検挙された者は66名(前年87名)と減少した。し

かし、全国的に未成年の検挙者数は高止まりしており、若年層への拡大が懸念されている。 

危険ドラッグについては、平成25年５月以降に広島県内で、平成27年７月以降に全国で

販売店舗はゼロとなったが、インターネットやデリバリー販売に移行するなど巧妙化・潜在

化しており、引き続き十分な警戒が必要となっている。 

このような状況の中、国においては平成 30 年８月策定の「第五次薬物乱用防止五か年戦

略」で、密輸や巧妙化・潜在化する密売事犯への対策強化に加え、未規制物質等への対応、

向精神薬を悪用した凶悪事件発生防止のための監視や取締りを新設している。 

本県でも、広島県薬物乱用対策推進本部を中心に関係機関・団体が連携を取り、薬物乱用

者の再乱用防止対策を基本施策とし、治療・社会復帰の支援、取締活動等の推進を加速化さ

せるとともに、県内全域に配置して地域に密着した啓発活動を行う広島県薬物乱用防止指導

員に加えて、平成 30 年４月からは大学生をヤング指導員として委嘱するなど、若年層への

取組の強化を図りつつ、総合的な広報啓発活動を実施している。 

さらに、平成 11 年度から、学校や家庭における薬物乱用防止教育の一層の充実を図るた

め、学校薬剤師や広島県薬物乱用防止指導員等の中から薬物専門講師を養成している。 

また、保健所・支所に覚醒剤等薬物相談窓口を設置して、住民からの相談等に応じるとと

もに、平成28年６月の「刑の一部執行猶予制度」及び同年12月の「再犯の防止等の推進に

関する法律」の施行を受け、薬物乱用者の再乱用防止と社会復帰に向け、地域の関係機関・

団体との情報共有を促進している。 

(4) 麻薬取締員による捜査 

厚生労働省中国四国厚生局麻薬取締部（麻薬取締官）と連携して、麻薬・覚醒剤等の薬物

事犯に対する取締りの徹底を図った。 



 

 ９ シックハウス症候群・化学物質過敏症対策 
近年、家庭用品、建材等から室内空気中に発散する化学物質による健康への影響が注目さ

れ、いわゆる「シックハウス症候群」やいわゆる「化学物質過敏症」として社会問題化する

様相を見せてきた。国では、ホルムアルデヒドなど 13 物質の指針値及びそれについての標準

的測定方法等を策定するなど、室内空気中の化学物質による健康被害を防止するための対策

を推進している。 

広島県では、健康福祉局をはじめ、都市局や教育委員会など関係部局による「広島県シッ

クハウス症候群・化学物質過敏症対策連絡会議」を平成 12 年度に設置し、毎年この会議を開

催し、情報の共有化や対応の協議を行っている。 

 

10  肝炎対策 
肝炎ウイルス持続感染者（以下「キャリア」という。）はＢ型が 110 万人から 120 万人、

Ｃ型が 90 万人から 130 万人程度存在すると推定され、長期間の経過の後に肝硬変や肝がんに

移行することが指摘されている。 

   しかし、自覚症状に乏しいことから、肝機能に異常が出てから医療機関を受診すると既に肝

硬変・肝がんに移行しているケースが少なくなく、県民への正しい知識の普及啓発、検診受

診率の向上、検査で要診療と診断された者への保健指導、専門医療機関の受診につながる体

制の整備が必要となっている。 

   このため広島県では肝疾患の専門医等で構成する肝炎対策協議会を設置し、広島県の現状と

課題を整理し、肝炎対策の諸施策を推進している。 

 (1) 肝炎対策事業 

   肝炎対策協議会の設置、肝疾患診療支援ネットワーク体制の充実、肝疾患診療連携拠点病院

の運営、県民への普及啓発等、総合的な肝炎対策を推進している。 

(2) 肝炎ウイルス検査・治療費助成事業 

   早期発見・早期治療体制を充実させるために、保健所で実施している検査に加え、平成 20

年度から医療機関にも委託して、肝炎ウイルス検査を実施している。 

   また、Ｂ型ウイルス性肝炎及びＣ型ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療（インターフェロン

治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療）によって、その後の肝硬変

及び肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能であるが、医療費が高額となることから、

早期治療の促進のため、この抗ウイルス治療に係る医療費を助成し、肝がんの予防を図って

いる。 

(3) ウイルス性肝炎対策（「がん対策日本一」推進事業） 

     肝炎ウイルス検査の受検勧奨や陽性者に対する医療機関への受診勧奨を一層強化するため、

市町の保健師、医療機関の看護師及び企業の健康管理担当者等を対象に肝炎に関する研修を

実施し、肝炎患者等の適切な肝炎治療をコーディネートできる者を養成し、「ひろしま肝疾

患コーディネーター」として認定している。既に認定を受けた者に対しても、最新の知見を

習得させるため、継続研修を実施している。 

 

(4) 肝炎重症化・肝がん予防推進事業 



登録した肝炎ウイルス陽性者に対し、年１回文書により受診勧奨し、継続受診を支援する

「広島県肝疾患患者フォローアップシステム」を平成25年度から運用している。 

平成 26 年度からは、「広島県肝疾患患者フォローアップシステム」登録者のうち、一定の

要件を満たした慢性肝炎患者等に対し、初回精密検査費用及び定期検査費用を助成し、肝炎

の重症化の予防を図っている。 

(5) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（平成30年度開始） 

  肝がんは再発を繰り返し予後が悪く、また重度肝硬変（非代償性肝硬変）も肝がん同様に

予後が悪い。また、これらは肝炎ウイルス感染を原因として慢性肝炎から軽度の肝硬変を経

て進行するために長期の療養が必要となることから、患者の入院医療費を助成することによ

り、治療に対する負担軽減を図っている。  

(6) フィブリノゲン製剤等によるＣ型肝炎感染対策 

平成19年11月６日に厚生労働省がフィブリノゲン製剤納入先医療機関を改めて公表したこ

とに対して県民からの問合せに対応するため、引き続き薬務課及び各保健所等に相談窓口を

設置している。 

 

 



11　予算決算

  (1) 歳　入
　（単位：円）

令 和 ４ 年 度 令 和 ４ 年 度
科　　　　　　　　目

予 算 額 決 算 額

　〈国庫支出金〉

　予防費補助金

　（感染症予防事業費国庫負担金） 468,533,000 422,069,869

　（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金） 4,113,000 0

　薬務費補助金

　（麻薬覚せい剤取締指導費） 1,919,000 1,760,763

　薬務費委託金

　（薬事経済調査・ 3,042,000 3,257,106
　医薬品製造業許可承認事務）

　〈財産収入〉

　予防医材売払収入 2,428,000 0

　〈繰入金〉

　地域医療介護総合確保基金繰入金 4,540,000 4,540,000

　〈使用料及び手数料〉

　薬務手数料 57,184,000 55,563,730

　〈諸収入〉

　保険料 4,125,000 4,224,049

計 545,884,000 491,415,517

※薬務手数料は保健所分を含む。



  (2-1) 歳　出
　（単位：円）

　
令 和 ４ 年 度

科　　　　　　　　目 予 算 額 不　用　額
（ 最 終 ） 本庁 廨 計

（ 薬 務 費 ）

報 酬 9,408,000 8,317,640 8,317,640 1,090,360

職 員 手 当 1,703,000 1,635,738 1,635,738 67,262

共 済 費 2,678,000 2,666,081 2,666,081 11,919

報 償 費 1,142,000 320,270 277,300 597,570 544,430

旅 費 7,177,000 3,228,263 3,228,263 3,948,737

需 用 費 11,903,000 10,204,644 10,204,644 1,698,356

役 務 費 1,896,000 1,144,250 1,144,250 751,750

委 託 料 8,486,000 5,684,513 954,800 6,639,313 1,846,687

使 用 料 及 び 賃 借 料 9,827,000 6,448,660 6,448,660 3,378,340

備 品 購 入 費 1,613,000 0 1,598,000 1,598,000 15,000

負担金補助及び交付金 327,000 238,000 36,000 274,000 53,000

扶 助 費 161,000 0 0 161,000

公 課 費 0 0 0 0

計 56,321,000 39,888,059 2,866,100 42,754,159 13,566,841

　　（注）職員給与は除く。
　　（注）旅費，需用費，役務費，使用料及び賃借料の決算額は，本庁の欄に廨を含めた額を記載。

令和４年度決算額



  (2-2) 歳　出
　（単位：円）

　
令 和 ４ 年 度

科　　　　　　　　目 予 算 額 不　用　額
（ 最 終 ） 本庁 廨 計

（ 予 防 費 ）

報 酬 11,958,000 11,811,513 11,811,513 146,487

職 員 手 当 2,417,000 2,410,059 2,410,059 6,941

共 済 費 4,042,000 3,974,002 3,974,002 67,998

報 償 費 1,183,000 799,698 799,698 383,302

旅 費 2,261,000 907,708 907,708 1,353,292

需 用 費 1,951,000 1,650,028 1,650,028 300,972

役 務 費 6,358,000 4,320,995 4,320,995 2,037,005

委 託 料 137,656,000 131,076,754 131,076,754 6,579,246

使 用 料 及 び 賃 借 料 1,011,000 955,337 955,337 55,663

備 品 購 入 費 0 0 0 0

負担金補助及び交付金 6,000 0 0 6,000

扶 助 費 222,441,000 180,826,054 180,826,054 41,614,946

公 課 費 0 0 0 0

計 391,284,000 338,732,148 0 338,732,148 52,551,852

　　（注）職員給与は除く。
　　（注）旅費，需用費，役務費，使用料及び賃借料の決算額は，本庁の欄に廨を含めた額を記載。

令和４年度決算額



　　　 （単位：円）

　機　関　名 令和４年度

西部保健所 1,606,600

西部広島支所 1,746,530

西部呉支所 1,859,500

西部東保健所 2,531,200

東部保健所 3,638,700

東部福山支所 3,017,100

北部保健所 1,703,800

　薬　務　課 39,460,300

　合　　　計 55,563,730

(3) 手数料収納状況（薬務手数料）


